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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明樹脂と不透明樹脂との二色成形による樹脂成形品であって、
　二次成形品である前記不透明樹脂と接する面である境界面の少なくとも一部に、文字、
数字、記号、図柄、の少なくとも１つが凹凸形状にて付与された一次成形品である前記透
明樹脂と、
　前記一次成形品に設けられた前記凹凸形状による凹部の少なくとも一部に充填されると
ともに、前記凹部の周囲を含む前記境界面を覆う前記二次成形品である前記不透明樹脂と
、にて成形されており、
　前記一次成形品の前記境界面の少なくとも一部に付与された、文字、数字、記号、図柄
、の少なくとも１つは、少なくとも一部が、複数のスリット状の前記凹部、または複数の
多角柱状の前記凹部、または複数の円柱状の前記凹部、にて付与されている、
　樹脂成形品。
【請求項２】
　請求項１に記載の樹脂成形品であって、
　複数のスリット状の前記凹部の全体、または複数の多角柱状の前記凹部の全体、または
複数の円柱状の前記凹部の全体、には前記二次成形品が充填されており、
　隣り合う複数のスリット状の前記凹部、または隣り合う複数の多角柱状の前記凹部、ま
たは隣り合う複数の円柱状の前記凹部、の間には、前記二次成形品が充填されることなく
空洞部が設けられている、
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　樹脂成形品。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の樹脂成形品であって、
　前記二次成形品は、前記一次成形品に設けられた前記凹凸形状による前記凹部の全体に
充填されているとともに、前記凹部の周囲を含む前記境界面を覆っている、
　樹脂成形品。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の樹脂成形品であって、
　前記一次成形品の前記凹凸形状による前記凹部の少なくとも一部は、前記一次成形品を
貫通する貫通孔にて成形されている、
　樹脂成形品。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の樹脂成形品であって、
　前記樹脂成形品は、樹脂窓であり、前記一次成形品の縁部に前記境界面が設けられてい
る、
　樹脂成形品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂成形品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、種々の製品等に樹脂成形品が利用されており、例えば車両のサイドウィンド
、リアウィンド、天井部のパノラマルーフ等に、樹脂成形品である樹脂窓が利用されてい
る。そして樹脂成形品の中には、文字、数字、記号、図柄等の認証マーク、認可番号（認
証番号）、装飾が加えられているものがある。なお、上記の樹脂成形品に加えられた装飾
を、以下では「加飾」と記載する。
【０００３】
　例えば特許文献１には、基材シートの上に、文字、記号、図柄等をカラープリンタで印
刷した着色材層を形成し、当該着色材層の上に接着剤の層を形成している。そして、当該
接着剤の層の上から樹脂成形体を押し付けて、接着剤を介して樹脂成形体に着色材層の文
字、記号、図柄等を転写した後、基材シートと樹脂成形体を離間させて基材シートから着
色材層と接着剤の層を剥離する、加飾樹脂成形体及びその製造方法が記載されている。
【０００４】
　また、樹脂成形品に加飾を施す他の例として、透明樹脂の樹脂成形品の表面に、文字、
数字、記号、図柄等を凸状に形成して、文字、数字、記号、図柄等が浮き上がって見える
ように加飾した樹脂成形品が有る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２１２４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の加飾樹脂成形体の製造方法では、工程が複雑であり、時間と手間と
コストがかかるので、あまり好ましくない。また、着色材層はカラープリンタで印刷され
た層であり、接着剤にて着色材層を接着しているので、加飾が樹脂成形体から剥離してし
まう可能性が有り、好ましくない。
【０００７】
　また、透明樹脂の樹脂成形品の表面に凸状に段差を設けて加飾を施した場合、透明樹脂
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の表面に段差を設けて文字、数字、記号、図柄等を形成しても、透明樹脂の凹凸では陰影
が明確に現れない（影ができない）等の理由により、ユーザが明瞭に視認できない可能性
がある。特に、認証マークや認可番号（認証番号）においては、文字、数字、記号、図柄
等が消えたり認識できない状態にならないようにする必要がある。
【０００８】
　本発明は、このような点に鑑みて創案されたものであり、加飾が施された樹脂成形品を
よりシンプルな工程で成形可能であり、かつ加飾部が剥離等しにくくユーザが加飾をより
明瞭に視認することが可能な樹脂成形品を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明に係る樹脂成形品は、次の手段をとる。まず、本発明
の第１の発明は、透明樹脂と不透明樹脂との二色成形による樹脂成形品であって、二次成
形品である前記不透明樹脂と接する面である境界面の少なくとも一部に、文字、数字、記
号、図柄、の少なくとも１つが凹凸形状にて付与された一次成形品である前記透明樹脂と
、前記一次成形品に設けられた前記凹凸形状による凹部の少なくとも一部に充填されると
ともに、前記凹部の周囲を含む前記境界面を覆う前記二次成形品である前記不透明樹脂と
、にて成形されている。また、前記一次成形品の前記境界面の少なくとも一部に付与され
た、文字、数字、記号、図柄、の少なくとも１つは、少なくとも一部が、複数のスリット
状の前記凹部、または複数の多角柱状の前記凹部、または複数の円柱状の前記凹部、にて
付与されている。
【００１０】
　この第１の発明では、文字、数字、記号、図柄の少なくとも１つを、樹脂成形品の表面
に形成するのではなく、透明樹脂と不透明樹脂との境界面に形成することで、樹脂成形品
の内部に形成する。従って、加飾部が剥離することがなく、かつ時間と手間を低減してよ
りシンプルな工程で樹脂成形品を成形可能である。また、透明樹脂の凹凸形状による凹部
の少なくとも一部に不透明樹脂を充填させることで、不透明樹脂にて、文字、数字、記号
、図柄等が凸状に形成されるので、陰影が明瞭となり、ユーザが加飾をより明瞭に視認す
ることが可能となる。
【００１１】
【００１２】
【００１３】
【００１４】
　また第１の発明では、文字、数字、記号、図柄等を、複数のスリット状の不透明樹脂や
、複数の多角柱状の不透明樹脂や、複数の円柱状の不透明樹脂にて形成することで、ユー
ザからの加飾の見え方に差をつけることができる。また、スリットの方向や、多角柱や円
柱の並べ方を変えることで、ユーザからの見る角度によって加飾の見え方に差をつけるこ
とができる。
【００１５】
　次に、本発明の第２の発明は、第１の発明に係る樹脂成形品であって、複数のスリット
状の前記凹部の全体、または複数の多角柱状の前記凹部の全体、または複数の円柱状の前
記凹部の全体、には前記二次成形品が充填されており、隣り合う複数のスリット状の前記
凹部、または隣り合う複数の多角柱状の前記凹部、または隣り合う複数の円柱状の前記凹
部、の間には、前記二次成形品が充填されることなく空洞部が設けられている。
【００１６】
　この第２の発明では、隣り合う複数のスリット状の前記凹部（または隣り合う複数の多
角柱状の前記凹部、または隣り合う複数の円柱状の前記凹部）の間には、二次成形品が充
填されることなく空洞部が設けられている。このため、複数の凹部に充填された不透明樹
脂２０による複数のスリット（または円柱、または多角柱）と、空洞部による透明樹脂の
透過光にて、ユーザは、文字、数字、記号、図柄等を明瞭に視認することができる。
【００１７】
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　次に、本発明の第３の発明は、上記第１の発明または第２の発明に係る樹脂成形品であ
って、前記二次成形品は、前記一次成形品に設けられた前記凹凸形状による前記凹部の全
体に充填されているとともに、前記凹部の周囲を含む前記境界面を覆っている。また、本
発明の第４の発明は、上記第１の発明～第３の発明のいずれか１つに係る樹脂成形品であ
って、前記一次成形品の前記凹凸形状による前記凹部の少なくとも一部は、前記一次成形
品を貫通する貫通孔にて成形されている。
【００１８】
　この第３の発明では、透明樹脂の凹凸形状による凹部の全体に不透明樹脂が充填される
ので、文字、数字、記号、図柄等が、より明確に不透明樹脂にて形成され、ユーザが加飾
をより明瞭に視認することが可能となる。また第４の発明では、不透明樹脂にて凸状に形
成する文字、数字、記号、図柄等の高さを最大にすることができるので、ユーザは、文字
、数字、記号、図柄等を、非常に明瞭に視認することが可能となる。
【００１９】
　次に、本発明の第５の発明は、上記第１の発明～第４の発明のいずれか１つに係る樹脂
成形品であって、前記樹脂成形品は、樹脂窓であり、前記一次成形品の縁部に前記境界面
が設けられている。
【００２０】
　この第５の発明では、樹脂窓に必要な情報（例えばメーカ型番、認証マーク等）を、文
字、数字、記号、図柄等にて樹脂窓に直接付与することができるので、シール等を塗布す
る必要がなく、便利である。
【００２１】
　次に、本実施の形態に記載の樹脂成形品の製造方法は、透明樹脂と不透明樹脂との二色
成形による樹脂成形品の製造方法であって、前記透明樹脂である一次成形品における、前
記不透明樹脂である二次成形品と接する面である境界面の少なくとも一部に、文字、数字
、記号、図柄、の少なくとも１つを、凹凸形状にて付与する。そして、前記一次成形品に
設けられた前記凹凸形状による凹部の少なくとも一部に前記二次成形品を充填させるとと
もに、前記凹部の周囲を含む前記境界面を前記二次成形品で覆う、樹脂成形品の製造方法
である。
【００２２】
　この本実施の形態に記載の樹脂成形品の製造方法では、文字、数字、記号、図柄等が、
透明樹脂と不透明樹脂との境界部である樹脂成形品の内部に形成された樹脂成形品を、時
間と手間を低減してよりシンプルな工程で成形可能な、樹脂成形品の製造方法を提供する
ことができる。また、加飾部が樹脂成形品の内部に形成されて剥離することがなく、不透
明樹脂にて文字、数字、記号、図柄等が凸状に形成されてユーザが加飾をより明瞭に視認
することが可能となる、樹脂成形品の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の樹脂成形品の一実施の形態の斜視図である。
【図２】図１におけるＩＩ－ＩＩ断面図である。
【図３】樹脂成形品の製造方法を説明する図であり、境界面に凹部が形成された一次成形
品の例を説明する図である。
【図４】樹脂成形品の製造方法を説明する図であり、図３に示す一次成形品の境界面に二
次成形品を成形した状態（一次成形品の凹部の全体に二次成形品を充填し、凹部の周囲を
覆う境界面を二次成形品で覆った例）を説明する図である。
【図５】一次成形品の凹部の全体に二次成形品を充填した別の例を説明する図であり、図
６及び図７におけるＶ－Ｖ断面図である。
【図６】図５に示す一次成形品の凹部を、複数のスリット状の凹部で形成した場合の加飾
の見え方の例を説明する図である。
【図７】図５に示す一次成形品の凹部を、複数の円柱状の凹部で形成した場合の加飾の見
え方の例を説明する図である。
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【図８】一次成形品の凹部の全体でなく一部に、二次成形品を充填した例を説明する図で
ある。
【図９】一次成形品の凹部を貫通孔とした例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に本発明を実施するための形態を図面を用いて説明する。なお各図において、Ｘ軸
とＹ軸とＺ軸は互いに直交しており、Ｘ軸方向及びＹ軸方向は樹脂成形品１の表面に平行
な方向を示し、Ｚ軸方向は樹脂成形品１の表面に直交する方向を示している。
【００２５】
●［樹脂成形品１の全体構造（図１、図２）］
　本発明の樹脂成形品１は、透明樹脂１０と不透明樹脂２０との二色成形による樹脂窓等
であり、例えば車両のサイドウィンド、またはリアウィンド、または天井のパノラマルー
フを例として、以下に説明する。
【００２６】
　透明樹脂１０は、例えば無色透明な樹脂であって、二色成形における一次成形品である
。そして透明樹脂１０において、二次成形品である不透明樹脂２０と接する面である境界
面１２の少なくとも一部である加飾部１３には、文字、数字、記号、図柄の少なくとも１
つが、凹凸形状にて付与されている。なお、図１に示す例では、透明樹脂１０の加飾部１
３には、文字、記号、数字にて、「Ｔ－１２」と凹凸形状（凹部）が形成されている。
【００２７】
　不透明樹脂２０は、例えば黒色の不透明な樹脂であって、二色成形における二次成形品
である。そして不透明樹脂２０は、透明樹脂１０の加飾部１３に設けられた凹凸形状によ
る凹部の少なくとも一部に充填されるとともに、透明樹脂１０の凹部の周囲を含む境界面
１２を覆うように成形される。なお、図１のＩＩ－ＩＩ断面図である図２の例は、透明樹
脂１０の凹部１１の全体に不透明樹脂２０が充填される例を示している。また、図８の例
は、透明樹脂１０の凹部１１の一部に不透明樹脂２０が充填される例を示している。この
ように、不透明樹脂２０は、透明樹脂１０の凹部１１の少なくとも一部に充填される。
【００２８】
●［樹脂成形品１の製造方法（図３、図４）］
　次に図３及び図４を用いて、本発明の樹脂成形品１の製造方法について説明する。まず
図３に示すように、一次成形品である透明樹脂１０を成形する。なお、透明樹脂１０にお
ける、不透明樹脂２０と接する面である境界面１２の少なくとも一部である加飾部に、文
字、数字、記号、図柄の少なくとも１つを、凹凸形状にて付与するように、透明樹脂１０
を成形する。また、一次成形品は透明樹脂であるので、一次成形品を成形するための型に
、文字、数字、記号、図柄等を掘り込んでおくだけでよく、非常にシンプルな工程にて、
手間無く、低コストで一次成形品を成形することができる。
【００２９】
　そして図４に示すように、一次成形品に設けられた凹凸形状による凹部１１の少なくと
も一部に二次成形品を充填させるとともに、一次成形品の凹部の周囲を含む境界面１２を
二次成形品で覆うように、一次成形品の上に二次成形品を成形し、二色成形にて樹脂成形
品１を製造する。このように、非常にシンプルな工程にて、二次成形品を成形することが
できる。
【００３０】
　以上のように図１に示す樹脂成形品１を二色成形にて、非常にシンプルな工程にて製造
することで、文字、数字、記号、図柄の少なくとも１つを、樹脂成形品１の表面に形成す
るのではなく、透明樹脂１０と不透明樹脂２０との境界面１２（樹脂成形品１の内部）に
形成する。このため、着色材層を転写した従来の方法と比較して、加飾部が剥離等するこ
とがなく、長期に渡って加飾された状態を維持することができる。従って、樹脂成形品１
に必要な情報を、加飾にて付与することが可能であり、必要な情報を記載したシール等を
塗布する必要が無く、非常に便利である。
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【００３１】
　また、透明樹脂の樹脂成形品の表面に凸状に段差を設けて加飾を施した従来の樹脂成形
品と比較して、不透明樹脂にて文字、数字、記号、図柄等を凸状に形成するので、陰影が
明瞭となり、ユーザが加飾をより明瞭に視認することが可能となる。
【００３２】
●［文字、数字、記号、図柄等の少なくとも一部を、複数のスリット、または複数の円柱
、または複数の多角柱にて付与した例（図５～図７）］
　図５に示すように、透明樹脂１０の凹部１１の少なくとも一部は、複数のスリット状の
凹部、または複数の多角柱状（多角錐を含む）の凹部、または複数の円柱状（円錐を含む
）の凹部にて成形されている。そして不透明樹脂２０は、凹部１１の少なくとも一部に充
填（図５の例では凹部１１の全体に充填）されているとともに、凹部の周囲を含む境界面
１２を覆っている。そして、不透明樹脂２０において、隣り合う凹部１１との間には、不
透明樹脂２０が充填されることなく空洞部２１が設けられている。
【００３３】
　図６は、凹部１１が複数のスリット状の凹部にて成形されている場合の例を示しており
、加飾部の文字、数字、記号、図柄等が、複数のスリット状の不透明樹脂２０にて成形さ
れた例を示している。なお図６におけるＶ－Ｖ断面は図５に示すとおりである。この場合
、ユーザは、複数の凹部１１に充填された不透明樹脂２０による複数のスリットと、空洞
部２１による透明樹脂１０の透過光にて、文字、数字、記号、図柄等を明瞭に視認するこ
とができる。また、スリットの方向を揃えることで、透明樹脂１０の透過光が見える場合
と見えない場合とが発生するので、ユーザの見る角度によって、文字、数字、記号、図柄
等の見え方を変えるようにすることができる。
【００３４】
　また図７は、凹部１１が複数の円柱状の凹部にて成形されている場合の例を示しており
、加飾部の文字、数字、記号、図柄等が、複数の円柱状の不透明樹脂２０にて成形された
例を示している。なお図７におけるＶ－Ｖ断面は図５に示すとおりである。この場合、ユ
ーザは、複数の凹部１１に充填された不透明樹脂２０による複数の円柱と、空洞部２１に
よる透明樹脂１０の透過光にて、文字、数字、記号、図柄等を明瞭に視認することができ
る。また、ユーザの見る角度によって、透明樹脂１０の透過光が見える場合と見えない場
合とが発生するので、ユーザの見る角度によって、文字、数字、記号、図柄等の見え方を
変えるようにすることができる。なお、凹部１１を、複数の円柱状（円錐状を含む）の凹
部の代わりに、複数の多角柱状（多角錐状を含む）の凹部にて成形するようにしてもよい
。
【００３５】
●［一次成形品（透明樹脂１０）の凹部１１の一部に、二次成形品（不透明樹脂２０）を
充填した例（図８）］
　上記に説明した図２、図５の例では、透明樹脂１０の凹部１１の全体に不透明樹脂２０
を充填した例を説明したが、図８の例に示すように、透明樹脂１０の凹部１１の一部に不
透明樹脂２０を充填するようにしてもよい。この場合、凹部１１内では不透明樹脂２０に
空洞部２１が設けられ、凹部１１内の一部に充填された不透明樹脂の形状は、上述した複
数のスリット状、または複数の多角柱状、または複数の円柱状である。図８の例に示す構
造では、図５の例に示す構造に対して、透明樹脂１０に多数の凹部を成形する必要がなく
、空洞部２１の間隔や、不透明樹脂にて成形するスリットや多角柱や円柱のサイズを自由
に設定することができる点で便利である。
【００３６】
●［一次成形品（透明樹脂１０）の凹部１１の少なくとも一部を、貫通孔とした例（図９
）］
　上記に説明した図２、図５、図８の例では、透明樹脂１０の凹部１１は非貫通状（袋小
路状）の例であるが、図９の例に示すように、透明樹脂１０の凹部１１の少なくとも一部
を貫通孔としてもよい。この場合、不透明樹脂２０が凹部１１に充填された文字、数字、
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記号、図柄等の厚さ方向（Ｚ軸方向）の高さが最も高くなるので、ユーザは、加飾部の文
字、数字、記号、図柄等を、非常に明瞭に視認することが可能となる。
【００３７】
　本発明の、樹脂成形品は、本実施の形態で説明した構造、構成、形状等に限定されず、
本発明の要旨を変更しない範囲で種々の変更、追加、削除が可能である。例えば不透明樹
脂２０の色は、黒色に限定されず、不透明であれば、どのような色であってもよい。
【００３８】
　本実施の形態の説明では、一次成形品（透明樹脂）に凹部を成形して、当該凹部の少な
くとも一部に二次成形品（不透明樹脂）を充填した例を説明した。しかし、一次成形品に
凸部、または凹凸部等の凹凸形状を成形し、この凹凸形状による凹部の少なくとも一部に
、二次成形品を充填するようにしてもよい。
【００３９】
　加飾部に付与する文字、数字、記号、図柄等は、例えばメーカ名情報、メーカ型番情報
、認証マーク情報等、種々の情報を含む。
【００４０】
　また、本実施の形態にて説明した樹脂成形品１は、樹脂窓に限定されず、種々の用途、
種々の製品に利用される樹脂成形品に適用することができる。
【符号の説明】
【００４１】
　１　　　　樹脂成形品
　１０　　　透明樹脂
　１１　　　凹部
　１２　　　境界面
　１３　　　加飾部
　２０　　　不透明樹脂
　２１　　　空洞部
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(9) JP 6299452 B2 2018.3.28

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０７－０８８８８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－３３８３９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２９８００５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２０１７４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２１２４６１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２９Ｃ　３３／００－３３／７６，３９／２６－３９／３６，４１／３８－４１／４４，４３
              ／３６－４３／４２，４３／５０，４５／００－４５／８４，４９／４８－４９／５６，４９／
              ７０，５１／３０－５１／４０，５１／４４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

